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☆働きやすい職場環境づくり
　「企業の社会的責任（ＣＳＲ）」を果
たすとともに「あらゆる差別の撤廃と
人権教育の推進」に邁進しましょう。

地球に優しい企業人の皆様へ
“�あなたにもできる。
　��ライフスタイルの見直しで、
　　　１人１日１kgのCO2 削減”
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労働問題研究会の開催について
　中小企業を取り巻く経済環境と今後の労務課題などを的確に捉えるため、今回は事業引継ぎ支援センターの取
組み事例や事業承継に関すること、また働き方改革等について本会と長野県中小企業労働問題協議会が共催して
地区労働問題研究会を開催します。

●諏訪会場　日　時：平成30年２月23日（金）　午後１時30分～３時30分
　　　　　　場　所：RAKO華乃井ホテル
●上田会場　日　時：平成30年２月26日（月）　午後１時30分～３時30分
　　　　　　場　所：ホテル祥園
●長野会場　日　時：平成30年３月１日（木）　午後１時30分～３時30分
　　　　　　場　所：ホテル信濃路 
●松本会場　日　時：平成30年３月５日（月）　午後１時30分～３時30分
　　　　　　場　所：ホテルモンターニュ松本

第１部　午後１時30分～３時00分
　　　　テーマ　「長野県事業引継ぎ支援センターの活用について」
　　　　講　師　公益財団法人長野県中小企業振興センター
　　　　　　　　　長野県事業引継ぎ支援センター
　　　　　　　　　総括責任者　箱山　淳一　様
第２部　午後３時00分～３時30分
　　　　テーマ　「人づくり革命と働き方改革について」
　　　　講　師　長野労働局雇用環境・均等室
　　　　　　　　雇用環境改善・均等推進監理官　森　孝行  様

　　　　無料　　　　　　　　　　　　　　　本会連携支援部支援課　TEL 026-228-1171

開催日程

参加料 申込み・問い合わせ先

テーマ及び講師（各会場共通）

■開催日時：平成30年２月22日（木）　9:00～17:00
　　　　　　平成30年２月23日（金）　9:00～17:00
■開催場所：長野労働基準監督署（長野市中御所1-22-1）
※相談を希望される場合、事前に電話でのお申し込みをお願いいたします。

問い合わせ先・電話申込み先
長野県最低賃金総合相談支援センター（長野県中小企業団体中央会内）　　電話番号  0800-800-3028

最低賃金・業務改善助成金等の相談会を開催します
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２ 特集
	 平成29年度長野県における
	 中小企業の労働事情
７	 中央会インフォメーション
９	 全中インフォメーション
10	 好機逸すべからず
	 佐久産業株式会社（小諸市）
	 高島産業株式会社（茅野市）
12	 信州の100年企業
	 有限会社知新堂（松本市）

【表紙写真】　知新堂の商品の数々
　陶磁器専門店として国内有名産地などの商品を数多く取り
扱っており、店内には個性ある商品が陳列されています。普段
使いや贈り物に、数ある商品の中からお気に入りの一品を選ん
でみてはいかがでしょうか。

【お問い合わせ】
　有限会社知新堂　電話 0263-32-0407
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１．調査の目的

　	　この調査は長野県内の中小企業における賃金・労
働時間・雇用等の実態を把握し、中央会労働支援方
針策定の基礎資料とするとともに、中小企業におけ
る労務対策の参考に資することを目的とする。

２．調査方法・集計

　	　長野県内の従業員300人以下の民間事業所（卸売業
100人以下、小売業50人以下・サービス業100人以下）
を対象に1,300事業所を任意抽出し、郵送により調査
を依頼した。
　	　有効回答694事業所（回答率53.4％）について集計
した。

　(1)　集計事業所内訳
　　　イ　産業別　　　　　　　ロ　規模別

　(2)　集計労働者内訳
　　　イ　産業別　　　　　　　ロ　男女別

３．調査時点

　　平成29年７月１日現在

４．調査結果利用上の留意点

　(1)	　この調査で「常用労働者」とは、次のうちのい
ずれかに該当する者をいう。パートタイム労働者
であっても、下記のイ・ロに該当する場合は常用
労働者に含みます。

　　イ　	期間を決めずに雇われている者、または１ヶ
月を超える期間を定めて雇われている者。

　　ロ　	日々または１ヶ月以内の期限を限って雇われ
ている者のうち、５月、６月にそれぞれ18日
以上雇われた者。

　　ハ　	事業主の家族で、その事業所に働いている者
のうち、常時勤務して毎月給与の支払いを受
けている者。

　(2)　	「パートタイム労働者」とは、１日の所定労働時
間がその事業所の一般労働者より短い者、また
は１日の所定労働時間が同じでも１週間の所定
労働日数が少ない者をいう。

　(3)　	「所定労働時間」とは、就業規則、労働協約など
で定められている始業時刻から終業時刻までの
時間から休憩時間を差し引いた時間。

　(4)　	「初任給」は、平成29年６月の１ヶ月間に支給し
た所定内賃金額（税込額）で通勤手当を除いた
もの。

　(5)　	賃金改定結果は平成29年１月１日から７月１日
までの間に定期昇給、ベースアップの実施、非
実施を決定した事業所で、ここでの「平均所定
内賃金」は、賃金改定後の数値。

　　平成29年度
長野県における中小企業の労働事情
　毎年、７月１日を基準日とし、都道府県中央会において「中小企業労働事情実態調査」を実施しています。大
規模な集計を行うため、動きの速い昨今、公表時期の現況と乖離することもありますが、「１～９人」の小規模企
業まで調査対象としている数少ない資料としての特色を持っています。
　本年で54回目となる本調査の抜粋をご紹介いたします。これからの時節、中小企業における労働問題に関する
検討の一助としてご利用いただければ幸いです。
　また、調査結果全体は本会ホームページに平成22年度分から掲載しています。経営環境、労働時間、賃金改定
など、経年同一の調査項目など比較してご覧いただくことも可能となっています。
　本会ホームページURL	http://www.alps.or.jp/chuokai/roudou/

Ⅰ．�調査のあらまし

　　特集
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１．中小企業の経営環境

　(1)　経営状況
　　	　中小企業の経営状況をみると、１年前に比べて
「悪い」とする事業所が24.1％（前年は33.2％）と
前年に比べて9.1ポイント減少し、「良い」とする事
業所は前年比7.4ポイント増加して22.3％となった。

　　	　規模別には、「１～９人」で29.5％（前年37.4％）
の事業所が「悪い」と回答し、最も高くなっている。
「100～300人」では「良い」とする事業所が43.3％
と前年を24.7ポイントも上回った。

　　	　業種別にみると、製造業においては「印刷・同
関連」が61.9％（前年43.5％）「悪い」としている。
他の業種も「変わらない」または「悪い」とする
比率が60％を超
えている。

　　	　非製造業でも、
製造業と同様の
傾向となってい
るなか、「良い」
とする比率が「建
設業」10.7％（前
年14.9 ％）で前
年より減少して
いる。

　(2)　主たる事業の今後の経営方針
　　	　現在行っている主要事業について、今後の方針
をみると「現状維持」が55.4％（前年62.3％）と最
も高く、「強化拡大」40.0％（前年33.2％）、「縮小」4.1％
（前年3.6％）の順になっている。

　　	　規模別では、大きくなるほど「強化拡大」とす
る事業所の割合が高く、規模が小さくなるほど「現
状維持」「縮小」とする割合が高くなっている。

　(3)　経営上の障害
　　	　経営上の障害は、「人材不足（質）」が50.6％（前
年47.4％）、次いで「販売不振・受注の減少」が
29.2％（前年41.8％）、「労働力不足（量）」28.2％（前
年20.5％）で、「販売不振・受注の減少」が12.6ポ
イント減少し、「労働力不足（量）」が7.7ポイント
増加している。

　　	　事業規模別にみると「１～９人」で「販売不振・
受注の減少」が１位となっているが、他の規模は「人
材不足（質）」がトップとなっている。

現金給与総額　　　定期給与　　　所定内賃金　　　（固定部分） 基本給（年齢給、職能給、職務給、勤続給）、

役付手当、技能手当、特殊勤務手当、家族手当、

住宅手当、食事手当など

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（変動部分）精勤手当、生産手当、能率手当など

　　　　　　　　　　　　　　　　所定外賃金（ 超過勤務手当、休日出勤手当、宿直手当、深夜勤手当など）

　　　　　　　　　臨時給与（夏季・年末賞与など）

　(6)　本調査における賃金分類

Ⅱ．調査結果の概要

― 地方創生は連携による地域力アップと強力な発信 ―

0 20 40 60
（％）

平成27年　　平成28年　　平成29年
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第３表　業種別　経営状況
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第５表　経営上の障害
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　(4)　経営上の強み
　　	　製造業では「製品の品質・精度の高さ」が48.2％
（前年45.7％）、「顧客への納品・サービスの速さ」
33.1％（前年30.7％）、「技術力・製品開発力」
31.0％（前年32.0％）の順に高く、非製造業では「製
品・サービスの独自性」が29.0％（前年23.6％）、「商
品・サービスの質の高さ」が27.9％（前年28.5％）、「組
織の機動力・柔軟性」が24.4％（前年25.1％）となっ
ている。

２．労働時間の状況

　(1)　週所定労働時間
　　	　週の所定労働時間が、「40時間以下」とする事業
所は96.8％（前年は93.1％）となっている。特例措
置が含まれる「１～９人」では、「40時間超44時間
以下」とする事業所が7.7％となっている。

　　	　特例措置が適用される事業所が含まれる業種で

は、「40時間超44時間以下」の時間帯に「小売業」
が14.6％、「建設業」7.2％、「サービス業」5.4％となっ
ている。

　(2)　月平均残業時間
　　	　月平均残業時間は前年比1.3時間増の11.4時間。
規模別にみると、「100～300人」が18.3時間（前年
は16.5時間）、「30～99人」13.7時間（前年は13.3時
間）、「10～29人」11.2時間（前年は9.5時間）、「１
～９人」7.4時間（前年は6.0時間）となっている。

　　	　業種別では、「運輸業」が18.6時間（前年は18.5
時間）と多く、「製造業」は12.2時間（前年は10.5
時間）となっている。

３．障害者の雇用について

　(1)　障害者雇用の有無
　　	　25.9％が障害者を「雇用している」と回答してい
る。規模別では、「100～300人」が89.6％、「30～
99人」が42.4％と高く、「１～９人」規模では5.7％
となっている。業種別にみると「運輸業」で
53.8％、「製造業」で32.1％となっている。

　(2)　障害者の雇用人数
　　	　障害者の雇用人数は、１人が身体障害者で
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第６表
規模別にみた経営上の障害上位３項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
　　　　　 １　　　位 ２　　　位 ３　　　位
1～   ９人 販売不振・受注の減少 37.3 同業他社との競争激化 33.3 人材不足（質） 30.3 

10～  29人 人材不足（質） 55.6 販売不振・受注の減少 29.3 労働力不足（量） 27.6 
30～  99人 人材不足（質） 62.3 労働力不足（量） 30.4 同業他社との競争激化 28.8 

100～300人 人材不足（質） 61.2 労働力不足（量） 52.2 同業他社との競争激化 29.9
規　模　計 人材不足（質） 50.6 販売不振・受注の減少 29.2 労働力不足（量） 28.2

注）３項目内複数回答

業種別にみた経営上の障害上位３項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）

１　　　位 ２　　　位 ３　　　位

食  料  品 原材料・仕入品の高騰 46.2 人材不足（質） 41.5 労働力不足（量） 32.3 
木 材 ・
木 製 品 販売不振・受注の減少 52.2 同業他社との競争激化 34.8 人材不足（質） 30.4 

印 刷 ・
同 関 連 同業他社との競争激化 61.9 販売不振・受注の減少 57.1 

・製品価格の下落
・ 納期・単価等の取引条

件の厳しさ
28.6 

窯 業 ・ 土 石 販売不振・受注の減少 54.5 人材不足（質） 36.4 原材料・仕入品の高騰 31.8 
金 属 ・
同 製 品 人材不足（質） 62.3 納期・単価等の取引条件

の厳しさ 39.6 原材料・仕入品の高騰 26.4 

機 械 器 具 人材不足（質） 71.2 納期・単価等の取引条件
の厳しさ 32.7 労働力不足（量） 31.7 

そ の 他
製 造 業 人材不足（質） 52.8 販売不振・受注の減少 43.4 ・労働力不足（量）

・原材料・仕入品の高騰 24.5 

運  輸  業 ・人材不足（質）
・労働力不足（量） 53.8 

・同業他社との競争激化
・原材料・仕入品の高騰
・環境規制の強化

23.1
・人件費の増大
・取引条件の厳しさ
・金融・資金繰り難

15.4 

建  設  業 人材不足（質） 56.6 同業他社との競争激化 37.3 労働力不足（量） 36.1 
卸 ・ 小 売 業 人材不足（質） 36.6 販売不振・受注の減少 34.1 同業他社との競争激化 32.9 
サ ー ビ ス 業 人材不足（質） 40.8 労働力不足（量） 36.6 同業他社との競争激化 31.0 

注）３項目内複数回答

0 20 40 60 
（％）

製造業

注）  ３項目内複数回答

非製造業

製品・サービスの独自性

技術力・製品開発力

生産技術・生産管理能力

営業力・マーケティング力

製品・サービスの企画力・提案力

製品の品質・精度の高さ

顧客への納品・サービスの速さ

企業・製品のブランド力

財務体質の強さ・資金調達力

優秀な仕入先・外注先

商品・サービスの質の高さ

組織の機動力・柔軟性

第７表　経営上の強み

26.5  

31.0  

22.9  

6.4  

8.0  

48.2  

33.1  

13.7  

12.8  

5.7  

11.3  

22.0  

29.0  

21.4  

8.0  

17.6  

9.5  

13.0  

20.2  

9.9  

17.2  

16.4  

27.9  

24.4  

業種別　週所定労働時間　　　　　　　　 （％）

40時間以下 40時間超
44時間以下

製 造 業 98.8 1.2 
運 輸 業 100.0 0.0 
建 設 業 92.8 7.2 
卸 売 業 97.7 2.3 
小 売 業 85.4 14.6 
サービス業 94.6 5.4 

業 　 種 　 計 96.8 3.2 

第８表
規模別　週所定労働時間　　　　　　　　 （％）

40時間以下 40時間超
44時間以下

    1～    9人 92.3 7.7 
  10～  29人 98.7 1.3 
  30～  99人 98.4 1.6 
100～300人 100.0 0.0 

規 　 模 　 計 96.8 3.2 
全 国 平 均 89.2 10.9 

第９表
規模別　月平均残業時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）

０時間 1時間～
10時間未満

10時間～
20時間未満

20時間～
30時間未満

30時間～
50時間未満 50時間以上 月平均

残業時間
    1～    9人 47.6 25.2 11.0 9.5 4.3 2.4 7.4時間
  10～  29人 16.9 37.3 21.3 16.4 7.6 0.4 11.2時間
  30～  99人 5.8 33.7 31.1 16.8 12.1 0.5 13.7時間
100～300人 3.0 19.7 30.3 30.3 16.7 － 18.3時間

規 　 模 　 計 21.9 31.0 21.7 15.8 8.7 1.0 11.4時間
全 国 平 均 25.4 26.6 21.3 14.7 10.0 2.0 12.0時間

業種別　月平均残業時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）

０時間 1時間～
10時間未満

10時間～
20時間未満

20時間～
30時間未満

30時間～
50時間未満 50時間以上 月平均

残業時間
製　造　業 18.8 30.2 23.8 16.6 9.5 1.2 12.2時間
運　輸　業 － 30.8 23.1 23.1 23.1 － 18.6時間
建　設　業 15.5 42.9 23.8 13.1 3.6 1.2 9.5時間
卸　売　業 30.2 30.2 18.6 16.3 4.7 － 8.4時間
小　売　業 41.5 26.8 14.6 14.6 2.4 － 7.3時間
サービス業 37.3 24.0 13.3 13.3 10.7 1.3 11.0時間

業 　 種 　 計 21.9 31.0 21.7 15.8 8.7 1.0 11.4時間

第10表  
規模別　障害者雇用の有無　　　　　　　　（％）

雇
用
し
て

い
る

雇
用
し
て

い
な
い

    1～    9人 5.7 94.3 
  10～  29人 11.9 88.1 
  30～  99人 42.4 57.6 
100～300人 89.6 10.4 

規 模 計 25.9 74.1
全 国 平 均 20.8 79.2

業種別　障害者雇用の有無　　　　　　　　（％）
雇
用
し
て

い
る

雇
用
し
て

い
な
い

製 造 業 32.1 67.9 
運 輸 業 53.8 46.2 
建 設 業 15.5 84.5 
卸 ・ 小 売 業 11.9 88.1 
サ ー ビ ス 業 16.0 84.0

業 種 計 25.9 74.1
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54.4％、知的障害者で20.6％、精神障害者で13.3％、
２人は、身体障害者で11.7％、知的障害者で5.6％、
精神障害者で1.7％となっている。規模別では、「100
～300人」において５人以上の雇用が知的障害者で
3.3％ある。

　(3) 　障害者の新規雇用計画
　　	　「新規雇用する予定がある」は1.2％に止まり、「新
規雇用する予定はない」が81.0％となっている。

　　	　規模別では「100～300人」で14.3％が「予定が
ある」反面、「１～９人」では92.7％が「予定はない」
としている。

　　	　「検討中である」は、「30～99人」で36.1％「100
～300人」で71.4％となっている。

　　	　業種別では「製造業」1.8％、「建設業」1.5％が「予
定がある」と回答している反面「建設業」で「予
定がない」が89.7％と一番高くなっている。

４．従業員の過不足状況

　(1)　従業員の過不足状況
　　	　中小企業の従業員の過不足状況をみると、「職種・
部門によって不足」とする事業所が43.6％、「適正
である」とする事業所は36.7％、「全体に不足して
いる」とする事業所が12.4％の順になっている。

　　	　規模別には、「100～300人」で58.2％の事業所が
「職種・部門によって不足」と回答し、「全体に不足
している」事業所が16.4％と回答しており不足が７

割を超えている。「１～９人」では「適正である」
と回答した事業所が57.1％と最も高くなっている。

　　	　業種別でみると、「職種・部門によって不足」「全
体に不足している」を合わせると「建設業」で
71.5％、「機械器具」で70.1％、「金属・同製品」で
62.6％の順に高くなっている。

　　	　「適正である」と回答した事業所は「木材・木製品」
で65.2％、「窯業・土石」で52.2％、「運輸業」で
46.2％の順になっている。

　　	　「運輸業」においては「全体に過剰」「職種・部
門によって過剰」と回答する事業所はゼロであっ
た。

　(2)　特に不足している職種・部門

― 地方創生は連携による地域力アップと強力な発信 ―

第11表
規模別　障害者の雇用人数（身体障害者）　　（％）

０
人

１
人

２
人

３
人

４
人

５
人
以
上

    1～    9人 58.3 41.7 － － － －
  10～  29人 40.7 55.6 3.7 － － －
  30～  99人 25.9 61.7 9.9 1.2 － 1.2 
100～300人 18.3 46.7 20.0 10.0 5.0 －

規 模 計 27.8 54.4 11.7 3.9 1.7 0.6 
全 国 平 均 24.9 51.8 14.9 4.7 2.2 1.4 

障害者の雇用人数（精神障害者）　　　　　　（％）

０
人

１
人

２
人

３
人

４
人

５
人
以
上

    1～    9人 75.0 25.0 － － － －
  10～  29人 85.2 7.4 7.4 － － －
  30～  99人 86.4 11.1 － 1.2 － 1.2 
100～300人 76.7 16.7 1.7 5.0 － －

規 模 計 82.2 13.3 1.7 2.2 － 0.6 
全 国 平 均 86.7 10.4 1.9 0.7 0.1 0.2 

障害者の雇用人数（知的障害者）　　　　　　（％）

０
人

１
人

２
人

３
人

４
人

５
人
以
上

    1～    9人 66.7 33.3 － － － －
  10～  29人 63.0 29.6 3.7 － 3.7 －
  30～  99人 69.1 16.0 6.2 2.5 1.2 4.9 
100～300人 65.0 20.0 6.7 3.3 1.7 3.3 

規 模 計 66.7 20.6 5.6 2.2 1.7 3.3 
全 国 平 均 69.9 19.8 5.7 2.1 0.9 1.6 

障害者の雇用人数（その他）　　　　　　　　（％）

０
人

１
人

２
人

３
人

４
人

５
人
以
上

    1～    9人 91.7 8.3 － － － －
  10～  29人 92.6 7.4 － － － －
  30～  99人 98.8 1.2 － － － －
100～300人 98.3 1.7 － － － －

規 模 計 97.2 2.8 － － － －
全 国 平 均 97.7 1.9 0.3 － 0.1 0.1 

第12表
規模別　障害者の新規雇用予定　　　　　  （％）

新
規
雇
用
す
る

予
定
が
あ
る

新
規
雇
用
を
検

討
中
で
あ
る

新
規
雇
用
す
る

予
定
は
な
い

    1～    9人 － 7.3 92.7 
  10～  29人 1.0 16.0 83.0 
  30～  99人 2.8 36.1 61.1 
100～300人 14.3 71.4 14.3 

規 模 計 1.2 17.8 81.0 
全 国 平 均 1.5 14.5 83.9 

業種別　障害者の新規雇用予定　　　　　  （％）

新
規
雇
用
す
る

予
定
が
あ
る

新
規
雇
用
を
検

討
中
で
あ
る

新
規
雇
用
す
る

予
定
は
な
い

製 造 業 1.8 19.1 79.2 
運 輸 業 － 16.7 83.3 
建 設 業 1.5 8.8 89.7 
卸 ・ 小 売 業 － 18.6 81.4 
サ ー ビ ス 業 － 21.0 79.0 

業 種 計 1.2 17.8 81.0 

（％）

規模計

１～９人

10～29人

30～99人

100～300人

全体に過剰 職種・部門によって過剰 適正である 職種・部門によって不足 全体に不足
第13表　規模別　従業員の過不足状況 

0.9  

1.4  

0.9  

0.5  

6.5  

4.3  

8.4  

5.3  

10.4  

36.7  

57.1  

33.6  

25.3  

14.9  

43.6  

26.7  

43.4  

57.4  

58.2  

12.4  

10.5  

13.7  

11.6  

16.4  

（％）
全体に過剰 職種・部門によって過剰 適正である 職種・部門によって不足 全体に不足

第14表　業種別　従業員の過不足
　　　　（製造業）  

（％）
全体に過剰 職種・部門によって過剰 適正である 職種・部門によって不足 全体に不足

　　　　（非製造業）  

8.7  

2.4  

10.8  

8.7  

14.3  

4.3  

8.4  

5.8  

1.9  

41.5  

65.2  

40.5  

52.2  

29.0  

24.0  

38.5  

40.0  

13.0  

38.1  

39.1  

49.5  

53.8  

48.1  

7.7  

4.3  

4.8  

4.3  

13.1  

16.3  

11.5  

食料品

木材・木製品

印刷・同関連

窯業・土石

金属・同製品

機械器具

その他製造業

運輸業

建設業

卸・小売業

サービス業 

2.4  

1.3  

3.6  

8.3  

4.0  

46.2  

25.0  

45.2  

41.3  

30.8 

56.0 

28.6 

40.0 

23.1 

15.5 

15.5 

13.3 

（％）

製造業
非製造業

現業・生産

営　業

研究開発・設計

購買・仕入

生産管理・生産技術

販売・サービス

情報システム

総務・人事・労務

財務・経理

経営企画

その他

第15表　従業員が不足している職種・部門 

64.6  

24.5  

30.4  

4.2  

31.2  

5.5  

4.6  

6.8  

3.8  

1.3  

2.1  

45.0  

29.1  

11.3  

1.3  

17.2  

18.5  

3.3  

6.6  

2.6  

2.6  

7.9  

0  20  40  60  80  
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　　	　特に不足している職種・部門では「製造業」に
おいては「現業・生産」が64.6％、「生産管理・生
産技術」が31.2％、「研究開発・設計」が30.4％の
順に高くなっている。「非製造業」においては「現業・
生産」が45.0％、「営業」29.1％、「販売・サービス」
が18.5％の順となっている。

　(3)　従業員が不足している理由
　　	　従業員が不足している理由としては、「求める人
材が来ない」が58.0％、「新規採用が困難になった」
が28.9％、「これまでの事業の業務量が増大したた
め」が26.8％の順となっている。ほとんどの規模の
事業所で「求める人材が来ない」を一番の理由に
しているが、「100～300人」では「これまでの事業
の業務量が増大したため」を一番にあげている。

　　	　業種別にみると、「木材・木製品」を除き「求め
る人材が来ない」を一番の理由にしているが、「木
材・木製品」では「人材育成が十分にできない」を
一番の理由にあげている。

　(4)　従業員不足への対応

　　	　従業員不足への対応をみると、製造業では「経
験者の中途採用」62.9％、「新規学卒者の採用」
40.5％、「従業員の教育訓練36.3％の順になってい
る。「非製造業」においても同じ傾向となっている
が「経験者の中途採用」は71.5％と７割を超えてい
る。

５．賃金の改定状況

　(1)　賃金の改定状況（平成29年１月から７月）
　　	　平成29年春の賃金改定（定昇含む。）は、「引き
上げた」とする事業所が53.7％（前年53.3％）、「７
月以降引き上げる予定」が12.7％（前年6.9％）あ
る一方で「実施しない（凍結）」が12.1％（前年
17.1％）、「引き下げた」0.3％（前年0.7％）、「７月
以降引き下げる予定」も0.4％（前年0.3％）あり、「未
定」とする事業所も20.8％（前年21.7％）あった。

　　	　規模別では、「100～300人」で76.1％が「引き上
げた」反面、「１～９人」では37.6％に止まっている。

　　	　賃金昇給額・率をみると、「引き上げた」事業所
の単純平均では昇給額6,493円（前年6,943円）、率
にして2.64％（前年2.87％）となった。加重平均では、
5,136円（前年4,841円）、率にして2.06％（前年1.99％）
となっている。

第16表
規模別にみた従業員が不足している理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （％）

新
規
採
用
が
困

難
に
な
っ
た

若
手
従
業
員
が

定
着
し
な
い

定
年
退
職
者
が

多
い

こ
れ
ま
で
の
事

業
の
業
務
量
が

増
大
し
た
た
め

新
規
事
業
を
立

ち
上
げ
た
た
め

人
材
育
成
が
十

分
に
で
き
な
い

求
め
る
人
材
が

来
な
い

そ
の
他

    1～    9人 16.7 26.9 7.7 17.9 6.4 25.6 50.0 9.0

  10～  29人 27.9 24.8 19.4 20.2 9.3 20.9 65.1 1.6

  30～  99人 34.4 26.0 13.0 29.0 8.4 29.8 59.5 1.5

100～300人 36.0 28.0 16.0 52.0 12.0 32.0 48.0 4.0

規 模 計 28.9 26.0 14.4 26.8 8.8 26.3 58.0 3.4

注）３項目内複数回答 

業種別にみた従業員が不足している理由
食 料 品 38.7 38.7 16.1 25.8 9.7 32.3 51.6 －

木 材 ・ 木 製 品 － 25.0 － 25.0 25.0 75.0 50.0 －

印 刷 ・ 同 関 連 27.8 16.7 11.1 11.1 27.8 27.8 61.1 5.6

窯 業 ・ 土 石 30.0 20.0 40.0 10.0 10.0 40.0 70.0 －

金 属 ・ 同 製 品 23.9 22.4 10.4 40.3 4.5 32.8 56.7 －

機 械 器 具 28.8 20.5 12.3 47.9 13.7 26.0 61.6 4.1

そ の 他 製 造 業 25.8 25.8 6.5 19.4 12.9 25.8 61.3 6.5

運 輸 業 28.6 28.6 57.1 42.9 － 28.6 71.4 14.3

建 設 業 30.0 33.3 21.7 10.0 1.7 23.3 56.7 1.7

卸 ・ 小 売 業 35.1 24.3 13.5 16.2 2.7 18.9 54.1 2.7

サ ー ビ ス 業 30.0 32.5 10.0 15.0 7.5 17.5 52.5 5.0

（％）

製造業
非製造業

従業員の教育訓練

社内の配置転換

新規学卒者の採用

経験者の中途採用

アルバイトの活用

派遣社員の活用

継続雇用者の活用

外注・アウトソーシング

その他

特に方法はない

第17表　従業員不足への対応 

36.3  

30.0  

40.5  

62.9  

27.4  

13.5  

26.2  

27.8  

4.6  

15.2  
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第18表　規模別　賃金改定実施状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （％）

引き上げた 引き下げた 今年は実施し
ない（凍結）

７月以降引き
上げる予定

７月以降引き
下げる予定 未定

規 　 模 　 計 53.7 0.3 12.1 12.7 0.4 20.8 
1～    9人 37.6 － 20.5 6.2 1.0 34.8 

10～  29人 54.0 0.9 12.8 14.6 0.4 17.3 
30～  99人 63.2 － 5.3 17.4 － 14.2 

100～300人 76.1 － 3.0 13.4 － 7.5 
全 国 平 均 46.6 0.6 16.9 11.1 0.4 24.4 

第20表　規模別　賃金改定状況（総平均）
（円） （％）

平　均 
所定内 
賃　金

平　均 
昇給額

平　均 
昇給率

規 　 模 　 計 250,411 5,174 2.11 
    1～    9人 247,619 5,450 2.25 
  10～  29人 252,930 5,660 2.29 
  30～  99人 247,660 4,495 1.85 
100～300人 256,349 4,859 1.93 

全 国 平 均 249,718 5,721 2.34 
注） 「引き上げた」「引き下げた」「今年は実施しない（凍結）」回答

の総平均

「引き上げた」
事業所の平均 252,860 6,493 2.64 

（％）

2.061.99

1.35

1.86 1.94
1.77

1.99 1.93 1.94

0 

1 

2 

3 

4 

26 27 28 29H21 22 23 24 25

注） 「引き上げた」と回答した事業所の加重平均

第19表　昇給率の推移 【引き上げ回答事業所】

特集　平成29年度  長野県における中小企業の労働事情
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中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

１．中小企業組合等活路開拓事業（展示会等出展・開催事業を含む）
　	　中小企業連携グループが、自らまたはメンバーの新たな活路を見いだすための様々なプロジェ
クトを支援します。以下の類型のプロジェクトを実施することができます。
　〇調 査 研 究 型：		新分野に進出するための調査・研究、将来ビジョンの策定
　〇	実　現　化　型：		構想やビジョンをカタチにするため、試作開発や実証実験を通じて、実用化・

具現化しようとするもの等
　〇	展示会等求評型：		試作品や新製品を国内・海外の展示会等に出展、または開催して販路開拓

戦略を構築するもの等
　※これらの類型を組み合わせて実施することにより、さらに効果的なものとすることも可能です。

　＜補助金額等＞
　　補 助 率：補助対象経費総額の10分の６以内
　　補助金額：①中小企業組合等活路開拓事業
　　　　　　　　A型（上限）20,000千円　　B型（上限）11,588千円　（下限）1,000千円
　　　　　　　　　※	A型は、事業終了後３年間以内に組合または組合員の「売上高が10％以上増加することが見込まれ

る」または「コストが10％以上削減されることが見込まれる」事業に限ります。

　　　　　　　②展示会等出展・開催事業　（上限）5,000千円

２．組合等情報ネットワークシステム等開発事業
　	　中小企業連携グループやメンバーの活路開拓に資する情報システム開発等に係るプロジェク
トを支援します。①基本計画策定事業または②情報システム構築事業のいずれかを実施するこ
とができます。
　①	基 本計画策定事業：		情報ネットワークシステムを構築する前提となる組合事業等の業務

分析、計画立案、RFP（提案依頼書）策定等の調査研究のためのプロ
ジェクト

　②	情報システム構築事業：			情報ネットワークシステムの構築、メンバー向け業務用アプリケー
ションシステムの開発、普及のためのプロジェクト

　＜補助金額等＞
　　補 助 率：補助対象経費総額の10分の６以内
　　補助金額：A型（上限）20,000千円　　B型（上限）11,588千円　（下限）1,000千円
　　　　　	　　※	A型は、事業終了後３年間以内に組合または組合員の「売上高が10％以上増加することが見込まれる」

または「コストが10％以上削減されることが見込まれる」事業に限ります。

中小企業連携プロジェクトを支援します
～平成30年度 中小企業活路開拓調査・実現化事業～

　本事業では、環境変化等に対応するため、単独では解決困難な諸テーマ（新たな活路開拓・付加価
値の創造、既存事業分野の活力向上・新陳代謝、取引力の強化、情報化の促進、技術・技能の継承、
海外展開戦略、各種リスク対策等）について、中小企業連携グループ（※）が改善・解決を目指すプロジェ
クトを支援します。
　詳細は、全国中小企業団体中央会のホームページをご確認いただくか、本会指導員にご相談ください。
※本事業の支援対象は、中小企業組合（事業協同組合、商工組合、企業組合等）を中心とした中小企業の連携グループです。

　　　　　　【募集期間】　平成30年１月10日（水）～６月４日（月）
　　　　　　　　　　　　〇第２次締切：平成30年２月13日（火）～４月９日（月）（消印有効）
　　　　　　　　　　　　〇第３次締切：平成30年４月10日（火）～６月４日（月）（消印有効）
　　　　　　　　　　　　　　※締切ごとに審査・採択を行い、予算枠に達した時点で終了となります。

全国中小企業団体中央会URL　http://www.chuokai.or.jp/hotinfo/katsuro-index.html
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中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業」について
　平成29年度補正予算に中小企業・小規模事業者を対象とした「ものづくり・商業・サービス経営力向
上支援事業（ものづくり補助金）」が盛り込まれました。中小企業庁から平成30年１月に公開された事務
局公募要領にて事業に関する以下の見通しが示されています。

　また、ものづくり補助金の採択時に加点や加味される条件もございます。新たな情報が公表されま
したら、本会ホームページで随時ご案内いたしますので、ご確認ください。

「業務改善助成金」が拡充されました
　業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援することで、「事業場内最低賃金（事
業場内で最も低い賃金）」の引き上げを図るための制度です。事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、
設備投資（機械設備、POSシステム等の導入）などを行った場合に、その費用の一部を助成します。

　詳細につきまして、長野労働局のホームページをご確認ください。また、業務改善助成金に関するご
相談は「長野県最低賃金総合相談支援センター」にご連絡ください。

長野県最低賃金総合相談支援センター　フリーアクセス	0800-800-3028　担当　山田・菅原

事業類型と対象経費の区分 補助上限額
（補助下限額） 補助率

１．企業間データ活用型
　　	機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、
クラウド利用費

1,000万円
（100万円） ３分の２

２． 一般型（※）

　　	機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、
クラウド利用費

1,000万円
（100万円） ２分の１

３．小規模型
　　	機械装置費、原材料費、技術導入費、外注加工費、
委託費、知的財産権等関連経費、運搬費、専門
家経費、クラウド利用費

500万円
（100万円）

小規模事業者
３分の２

その他
２分の１

事業場内最低賃
金の引き上げ額 助成率 助成の上限額 助成対象事業場 助成対象事業場

（拡充後）

30円以上 7/10
常時使用する労働者
数が企業全体で30人
以下の事業場は3/4

　（※）

生産性要件を満
たした場合には 

3/4
常時使用する労働者
数が企業全体で30人
以下の事業場は4/5

50万円 事業場内最低賃金が
750円未満の事業場

事業場内最低賃金が
1,000円未満

の事業場40円以上 70万円 事業場内最低賃金が
800円未満の事業場

60円以上 100万円 事業場内最低賃金が
1,000円未満の事業場

変更なし90円以上 150万円 事業場内最低賃金が
800円以上1,000円
未満の事業場120円以上 200万円

※ 「従業員１人当たり付加価値額」（＝「労働生産性」）年率3％を向上させるケース等につきましては、補助率が2/3に引き上げ
られます。

※ ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者１人当たりの付加価値をいいます。助成金の支給申請時の直
近の決算書類に基づく生産性と、その３年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、
加算して支給されます。
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全 中 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

●関芳弘自民党副幹事長ほか、自民党国会議員に対して
　全国大会決議（中心市街地活性化税制等）を要望
　髙橋専務理事は、昨年12月７日、関芳弘自民党副幹事長、こやり隆史同経済産業部会副部会長、
橋本岳衆議院議員に対して、第69回全国大会決議の実現を要望するとともに、中心市街地活性
化税制等、中小企業・中小企業組合関係の税制措置について、強く訴えました。

●�甘利明税制調査会副会長をはじめ自民党国会議員と面会し
　税制改正について謝意を述べる
　大村会長と髙橋専務理事は、昨年12月15日、自民党税制調査会の甘利明副会長、竹本直一幹事、
後藤茂之幹事、松本純「中小・小規模事業者の円滑な世代交代を後押しする議員連盟」会長、同
党経済産業部会の城内実会長、平将明顧問と面会し、平成30年度税制改正において、中小企業・
組合関係税制の強化、特に事業承継税制が抜本的に拡充されることについて謝意を述べました。

●平成30年度税制改正大綱の公表を受け、大村会長がコメントを発表
　昨年12月22日に決定された平成30年度税制改正大綱について、本会の大村会長が以下のコメ
ントを発表しました。
　「中小企業・小規模事業者の多くは景気回復の実感を得られていない中にあって、生産性革命
や働き方改革といった新たな取組みに加えて、事業承継への取組みが喫緊かつ切実な課題となっ
ています。
　今回の税制改正大綱において、事業承継税制の拡充と、設備投資を促進するための今までに
ない固定資産税の軽減措置が図られ、中小企業の経営力・生産性向上を後押しする環境が整備
されることを評価します。特に、事業承継税制については、株式売却・廃業時の減免制度の導
入をはじめ、納税猶予割合の拡大、雇用要件の見直し、承継対象の大幅な制限緩和など、これ
まで以上に踏み込んだ措置が講じられることによって、中小企業の円滑な事業承継が推進され
ることを期待します。
　また、土地に係る固定資産税の負担調整措置、交際費等の損金算入制度、欠損金の繰戻還付
制度、少額減価償却資産の損金算入制度、生産・製造工程などで使用する軽油に対する軽油引
取税の免税措置といった、いずれも中小企業の経営に直結する重要な税制措置の延長が図られ
ることは、中小企業の経営力強化と生産性向上への取組みを強力に後押しするものであると考
えます。
　全国中央会としては、今回の税制改正の周知と活用に努め、地域の経済・雇用を支える中小
企業の持続的な成長のために、経営基盤の強化や着実な事業承継に向けた支援に引き続き取り
組んでいく所存です。」

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

甘利明税制調査会副会長（中央） 松本純議員連盟会長（中央）
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「ものづくり補助金」採択企業を訪ねて vol.105好好好好好好好好好好好好機 「ものづくり補助金」採択企業を訪ねて vol.「ものづくり補助金」採択企業を訪ねて vol.「ものづくり補助金」採択企業を訪ねて vol.「ものづくり補助金」採択企業を訪ねて vol.逸す
べからず

特殊な商品への特化めざす

　耳掃除などで普段
何気なく使い捨てて
いる、綿棒。1923年
にアメリカで生ま
れ、日本では65年に
国産第１号が発売さ
れました。70年代半
ばになると日本でも
一般的に使われるようになり、現在国内では４社
が綿棒の製造を行っています。
　佐久産業は、綿棒やキャンデーなどに使われる
バージンパルプを使用した棒（紙軸）の専門メー
カー。紙軸のみを作る国内では珍しい存在で、グ
レードが高い製品向けを主体に綿棒製造メーカー
全社に供給しています。
　「綿棒用の紙軸の売上げはピーク時の半分ほど。
それだけに長さ６～30センチ、太さ1.5～3.5ミ
リとさまざまなサイズの紙軸を小ロットで製造で
きる強みを活かし、利益率の高い特殊な商品に特
化していきたいと考えています」と小山純社長。
「手術で血液を吸い取る長さ30センチの綿棒や、
高齢者の介護等に使われるスポンジ製歯ブラシの
棒など、医療・介護の現場で高まる紙軸のオーダー
に積極的に応えています」。
　医療用は安全性の高さを重視し、日本製の紙を
使って国内で生産されるものが求められていま
す。このような特殊用途の製品は綿棒メーカーで
は対応できないケースも多く、同社の技術がさら
に求められています。

オリジナルの画像検査装置を開発

　「紙軸に使うバージンパルプ紙は漂白をしてい
ないので、どうしても製造時の汚れや原料に由来
する黒点が出てくる。当社では熟練社員の目視で
全量検査していますが、医療用など特殊用途で求
められる、より高い品質レベルに安定して対応で
きるよう画像検査の導入を決めました」。
　同社ではものづくり補助金を活用し、カメラ、
搬送機器などのメーカー各社と共同でまったくオ
リジナルの画像検査装置の開発に着手。規格の変

化がない売れ筋商品
が対象で、目標検査
速度は１時間に２万
5000本以上としまし
た。
　スピードと安定性
を実現するため、ど
ういう方向から画像
をとらえるのが良い
のか徹底的に検証。
その都度アイデアを
出し合い改良を重
ね、徹底的に作り込
んでいきました。そ
して2017年８月、よ
うやく完全運用にこぎつけました。
　「検査スピードは熟練した社員による目視の1.5
倍と極端に速いわけではありません。しかし人の
場合は個人差が大きいのに対し、装置は安定して
大量にこなしてくれる。しかもお客様に品質の高
さをアピールでき、会社の信用を高められる。こ

れも大きなメリットで
す」。
　この装置をさらにど
う活かし、経営戦略の
中に位置づけていくか。
それが同社の今後の課
題になっています。

佐久産業株式会社（小諸市）

佐久産業株式会社
代　　表　代表取締役　小山　純
創　　業　1987（昭和62）年8月
資 本 金　1,000万円
本　　社　小諸市大字八満1152-1
　　　　　TEL.0267-24-1701　FAX.0267-24-1702
事業内容　 綿棒、キャンディー、IT関連製品などに使

用される紙軸の製造・販売

国内綿棒メーカー全社に高品質な紙軸を供給。
医療・介護など特殊用途の製品製造に特化めざす。

綿棒用紙軸の生産風景

オリジナルの画像検査装置

画像検査で右側の1本がはじかれている

紙軸を目視で検査する熟練社員
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「ものづくり補助金」採択企業を訪ねて vol.106好好好好好好好好好好好機 「ものづくり補助金」採択企業を訪ねて vol.「ものづくり補助金」採択企業を訪ねて vol.「ものづくり補助金」採択企業を訪ねて vol.「ものづくり補助金」採択企業を訪ねて vol.逸す
べからず

金属精密微細加工をコア技術に医療機器、
自社ブランドDTFで独自のものづくりを目指す。
金属精密微細加工技術を追求

　金属の精密微細加工を基
盤技術に、半導体デバイス、
医療機器、省力化設備の開
発・設計などを手がける高
島産業。経営理念に「私た
ちは挑戦していることを誇
りとして行動します」とう
たう通り、同社は創業以来
つねに新しい技術に挑み続
けています。
　同社は1945（昭和20）年
３月、酒樽などの木樽を作
る木工技術を生かし、飛行
機燃料補助タンク製造会社
として創業。終戦後は柱時
計の木枠なども手がけまし
たが、腕時計部品の製造に
挑戦したのをきっかけに金
属精密微細加工技術を追求してきました。
　その後、時代のニーズをとらえ、半導体デバイ
ス、セラミックス微細加工、医療機器関連と新た
な分野に挑戦。各種省力化設備の開発・設計にも
積極的に取り組み、現在は省スペース・省エネ・
省資源を実現する自社ブランドの卓上多機能精密
加工機（DTF）「マルチプロ」の開発に力を入れ
ています。
　「事業展開のテーマは、マルチプロの売上げ拡
大と医療機器への進出。付加価値の高いこの分野
を全売上げの４割程度にまで伸ばしていきたいと
取り組んでいます」と話すのは、遠藤千昭常務取
締役。微細レーザー加工によるステント、形状記
憶合金を使用した鋼製医療機器、チタンなどの難
削材の加工と、医療機器は同社の微細高精度加工
技術の結晶であり高く評価されています。

自社ブランド製品「マルチプロ」

　「当社は４つの技術部門がそれぞれ生産ライン
ごとに専用機を開発していますが、手間も資金も
かかる。一方、DTFは３軸を持ったベースユニッ
トのヘッドを変えるだけで切削加工、研削加工、

放電加工ができる。
この構造は当社の事
情に合い、社内で活
用していこうと1998年、開発をスタートしたの
です」。
　以来、社内設備として改良を重ね、2005年自
社ブランド製品「マルチプロ」第１号機を販売。
09年「第３回ものづくり日本大賞」優秀賞を受賞
を機に販売拡大を図ってきました。
　一方で、より競争力のある製品づくりを目指し、
各部門の責任者と若手のキーマンたち20名が
チームを組み、原価低減、営業方法、ニーズの
キャッチアップなどに取り組んでいます。その活
動の中から新機種開発への取り組みがスタート。
ものづくり補助金を活用し、生産ラインへの導入
を前提に本体剛性を高め、防塵性や安全性にも配
慮した改良を加えました。完成品を展示会に出品
し積極的にアピールしています。
　「医療機器でも自社製品でも、従来のものづく
りプラスアルファが確実にできる会社を目指した
い。挑戦し続けるのは大変なこと。でも、つねに

そうありたいと
思っています」と
遠藤常務。18年、
同社はマルチプロ
の生産体制を現在
の３倍程度に拡張
する予定です。

高島産業株式会社（茅野市）

高島産業株式会社
代　　表　代表取締役社長　小口武男
創　　業　1945（昭和20）年3月
資 本 金　2,400万円
本　　社　茅野市金沢5695-6
　　　　　TEL.0266-52-3311　FAX.0266-52-3316
事業内容　 精密部品加工／デバイス技術加工、各種機

器設計製作

卓上多機能精密加工機
「マルチプロ」

５軸レーザー加工機

医療機器（ステント）
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　江戸時代後期の弘化２年、初代の窪田畔夫氏が松本の中町に袋物
や関連小物の販売を行う「温故知新堂」を創業しました。
　明治維新を経て、時代の変わる激動期に同氏は知新社を創立し、
長野県下初となる日刊新聞「信飛新聞」を発行するようになりました。
これを機に「温故知新堂」は、袋物等の販売から、印刷・出版、書籍・
文具の販売へと業務内容を転換しました。
　大正元年には、「温故知新堂」から「知新堂」へと社名を改め、活版
印刷にも業容を拡大していきました。
　戦時中は、戦時統制令により物資調達が困難となったため一時休
業し、戦後再開を目指すものの、満州・樺太等のパルプ資源を失ったことで紙類の調達が困難になった
ため、３代目横沢徳十氏夫妻の造詣が深かった陶磁器の小売業として知新堂を再開しました。
　昭和から平成にかけて、人々のライフスタイルが大きく変化する中で、５代目の横沢敏代表取締役社
長は、専門店として陶磁器の小売販売に軸足を置きながら、日常で消費される生活雑貨の販売にも力を

入れています。
　地域の陶磁器専門店として、京焼・有田焼・九谷焼などの和食器をはじ
め、大倉陶園やノリタケなどの洋食器など全国各地の有名産地の商品を豊
富に取りそろえることはもちろん、同社２階の催事スペースでは、年に数
回の企画展として地元のクラフト作家の作品の展示販売等も行っています。
　また、松本城へと続く本町通りに面している立地を活かし、年々増加す
る観光客が旅の思い出として買い求めやすい小物や生活雑貨を取り揃える
など、来店者を増やすための工夫を
絶やしません。
　時代の流れの中で、柔軟に事業内
容を変化させながら、これからも地
域住民・観光客双方にとって魅力の
ある店舗づくりを目指していきます。

1845年（弘化２年）　初代窪田畔夫氏が袋物等販売の「温故知新堂」を創業
1872年（明治５年）　知新社を創立し、県下初の「信飛新聞」を発行
1912年（大正元年）　 社名を「温故知新堂」から「知新堂」に改め、活版印刷

にも業容拡大
　　　　　　　　　　２代目横沢徳十氏が社長に就任
1946年（昭和21年）　敗戦による紙類の調達困難で、陶磁器販売に転じる
1965年（昭和40年）　有限会社知新堂に法人改組
2002年（平成14年）　 土地区画整理事業により社屋を移転、小物・生活雑

貨の販売も開始
2006年（平成18年）　５代目横沢敏氏が代表取締役社長に就任

  主なあゆみ

信州の1〇〇年企業
　社会経済情勢の変遷の中にあって多年にわたり事業を継続し、
地域社会に貢献してきた老舗企業をご紹介します。

有限会社知新堂（松本市）

第23回

事 業 内 容　 陶磁器小売業、ライフ
スタイルショップのフ
ランチャイズ運営

創 　 業 　 年　1845年（弘化２年）
創業時の屋号　温故知新堂
創業時の事業　 袋物と関連する小物類

の販売

有限会社知新堂
松本市中央二丁目3-17

ずらりと並ぶ多種多様な商品

合格にちなんだ五角形の箸とお椀
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　これまでのコラムでは２回にわたって、事業承継のいわゆる３類
型である①親族内承継②社内承継（役員・従業員承継）③社外承継（Ｍ
＆Ａ等の活用）のうち、①②について紹介がなされました。今回は、
最後の類型である③社外承継（Ｍ＆Ａ等の活用）についてお話しし
たいと思います。

１　はじめに
　�　社外承継とは、株式譲渡や事業譲渡等により社外の第三者に事
業承継を行う方法です。Ｍ＆Ａ（Merger（合併）�and�Acquisitions
（買収））とも言われます。
　�　Ｍ＆Ａというと、かつて話題になった村上ファンド事件のよう
な（一方からすれば）敵対的、乗っ取り的な買収を思い浮かべる
かもしれません。そして、こういった事件からＭ＆Ａにマイナス
イメージを持たれる方がいらっしゃるかもしれません。しかし、
Ｍ＆Ａは事業承継の問題を解決するための有効なツールであり、
実際、Ｍ＆Ａを利用し友好的に後継者不在による事業承継問題を
解決しているケースは多くみられ、近時の中小企業における後継
者確保困難下等の影響もあって、近年増加傾向にあります。
　�　また、Ｍ＆Ａは大企業が行うものという意識もあるかもしれま
せん。しかし、今日では、中堅、中小企業や、従業員が数名の小
規模企業、個人事業者でも、上記問題解決のためＭ＆Ａによる事
業承継がなされています。

２　Ｍ＆Ａの種類
　�　それではさっそくＭ＆Ａの種類からお話しします。代表的なＭ
＆Ａの方法種類には、①株式譲渡、②事業譲渡（事業の一部譲渡
も含む）、③株式交換、④合併、⑤会社分割がありますが、代表的
な方法は、①と②です。③～④の方法を採用した場合、現経営者
は他社の株式を取得することになるため、別途株式譲渡等の方法
により事業承継を完了させる必要があります。ひとつずつお話し
します。
　（１）株式譲渡（①）について
　　�　事業承継の場面で多くみられる手法です。現経営者が保有し
ている株式を後継者となる第三者・第三会社に売却します。従
業員や取引先との契約関係に変動がないため比較的容易に事業
を承継し継続しやすいメリットがあります。

　（２）事業譲渡（②）について
　　�　会社や個人事業主の事業全部（又は一部）を売却する手法です。
事業に必要な資産やノウハウなども譲渡の対象となります。

　　�　会社ではない個人事業主の方が事業承継する場合に考える手
法はこの方法になることが多いです。

　（３）株式交換（③）について
　　　自社の株式と他社の株式を交換する手法です。
　　�　買い手に資金がない場合でも対応しやすいというメリットが
あります。

　（４）合併（④）について
　　�　会社の資産、負債等すべてを他の会社に統合させる方法です。
買い手が売り手とブランドを統一したい場合には適しています。

　（５）会社分割（⑤）について
　　�　複数の事業部門を持つ会社がその一部を切り離してこれを他
の会社に売却する手法です。例えば、不動産業と建設業を行っ
ている会社が建設業のみ他社に承継させ、不動産業のみ残すと
いうものです。

　　�　上記②事業譲渡と異なる点は主に手続きです。例えば、会社
分割の場合、労働者保護手続を経た上で労働者の個別の同意が
なくても従業員の雇用が分割承継会社（買い手）に承継されます。

３　一般的なプロセス
　（１�）次にＭ＆Ａを行う流れについてお話しします。ここでは、あ

くまで一般的なプロセスのご紹介ですので、常にこのフローを
とるというわけではないことをご留意ください。また、Ｍ＆Ａ
には買い手と売り手がおりますが、事業承継の場面では、後継

者不足により事業を売却する立場から考えることが多いと思い
ますので、売り手から見た流れをメインにご説明します。

　��　�　なお、自社を「売れる会社」にする必要がありますからいわ
ゆる「会社の磨きあげ」が必要であることは言うまでもありま
せん。

　（２�）まず、社外に会社や株式を売却しようと考えた際、セミナー
やインターネットで知った仲介者に直接コンタクトを取って相
談するケースがあるでしょう。また、経営者にとって身近な取
引金融機関や私たち弁護士又は会計士・税理士等の専門家に相
談するというケースもあるかと思います。こうして、仲介者や
アドバイザーと仲介契約ないしアドバイザリー契約を交わし、
Ｍ＆Ａの手続きを進めていくことになります。

　��　�　ここで、買い手候補者がいない場合、Ｍ＆Ａを実施するには
まず「買い手」を見つけなければなりません。これについては、
Ｍ＆Ａの仲介業者や各都道府県に設置されている「事業引継支
援センター」を利用して探すことが考えられます。なお、この
段階で、当然、売り手の情報をある程度開示しなければ買い手
は見つかりません。しかし、売り手としては、買ってくれるか
も分からない第三者に自社の情報を開示することには不安やリ
スクがあると思います。このような不安、事前に情報が漏れて
会社の信用が著しく低下するリスクを回避するため、ノンネー
ムといわれている個別名称の入っていない売り手の概要書（簡
単なものなので、「一枚もの」ともいわれる）を作成し、その
開示によって買い手候補を募り、興味を持った買い手が出てき
た場合、当該買い手候補者に守秘義務を負わせる契約を締結し
てから詳細資料を開示していくことになるのが一般的ですので、
安心してください。いずれにしても厳格な情報管理が必要です。

　��　�　こうして、積極的に交渉を進めていける買い手候補者が見つ
かった場合、その買い手候補者と基本合意の締結を行います。
この合意書には、取引対象を抽象的にはなりますが特定して記
載したり、下記に述べるデューデリジェンス前の対価や経営者
の処遇、秘密保持義務、時には独占交渉権等について記載がな
されます。

　��　�　次に行うのがデューデリジェンスです。これは、対象企業に
対する当該企業の収益性やリスク等の調査です。対価の適正を
判断するほか、買い手からすれば統合後の運営準備のためにも
必要な作業となります。このデューデリジェンスの中身につい
て紹介すると長くなるのでこのくらいにしますが、財務、法務、
人事等様々な観点から専門家による調査が行われます。

　��　�　上記デューデリジェンスが終わった後は、Ｍ＆Ａの完成に向
けて最終契約の締結をします。最終契約書にはＭ＆Ａの内容や
対価、クロージング（履行のことです）や表明保証、事業運営
に関する事項に加え、契約違反の条項等が記載されます。

　��　�　そして、最後にクロージング、すなわち、履行をし（対象と
なる株式や事業を譲り渡し、対価を支払ってもらう）、終了と
なります。

４　Ｍ＆Ａを考えるメリット
　�　親族や社内に後継者がいない場合、社外に引き継ぐ方法を考え
ることになると思いますが、上記プロセスを見ると、大変だなぁ
…と思うかもしれません。ただ、Ｍ＆Ａには多くのメリットがあ
ります。例えば、売り手には上記の通り対価が支払われることが
多いので、経営者のリタイア後の資金作りができます。そして、
これまで経営者が築き上げてきたノウハウも新しい会社で活かさ
れることになりますし、従業員が路頭に迷うこともありません。
　�　自分の会社を買ってくれる人はいるのだろうかと思うかもしれ
ませんが、Ｍ＆Ａは買い手にとっても有効な場合が多いのです。
新しい風土が入ってくることにより買い手の閉塞感が打破された
り、販路を容易に広げられたりといったメリットがあるからです。
　�　そして、これらを考えれば、現在は事業承継の問題はないとい
う方も、いざというときに自分の会社の需要が高まるよう、経営
改善を進め魅力的な会社にしていくことがよいと言えます。

５　最後に
　�　事業承継を考えるにあたっては、どのような手法を取るかを検
討するところから法的判断が必要となります。また、Ｍ＆Ａをや
ると一口に言っても上記の通り様々な手法があります。手法を間
違えると、後の労力が倍増する可能性もあるので注意が必要です。
私が以前経験させていただいた会社分割の案件でも、この手法を
取ると決めるまで経営者の方とたくさん議論をしました。どの手
法が現在の状況をふまえてベストか、様々なリスクや可能性を考
えながら吟味する必要があります。
　�　そして、上記プロセスを見てお分かりかと思いますが、クロー
ジングに至るまでには多くの法的場面が出てきます。
　�　事業承継は、経営者がこれまで頑張って築き上げた会社を承継
するという大切なラストシーンです。後悔やのちの問題発生によ
り要らぬ労力や費用をかけないためにも、早期の段階から税理士、
公認会計士や私たち弁護士にご相談ください。

事業承継―社外承継
（Ｍ＆Ａ等の活用）について

弁護士　堀内　優香

弁護士の話弁護士の話弁護士の話弁護士の話弁護士の話弁護士の話弁護士の話弁護士の話弁護士の話
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平成30年度以降のキャリアアップ助成金について
～ 拡充などの主な変更（予定）のご案内 ～

※ 本リーフレットの内容は、平成30年4月1日以降に転換等した場合に適用される予定です。

※ 本リーフレットに記載の内容は、平成30年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のた
め、今後、変更される可能性があることにご注意ください。

1. 1. 正社員化コース 有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接雇用
した場合に助成

拡 充

１年度１事業所あたりの

支給要件の追加

正規雇用等へ転換した際、
転換前の６ヶ月と転換後の６ヶ月の賃金（※）を比較して、５％以上増額
していること
※賞与（就業規則又は労働協約に支給時期及び支給対象者が明記されている場合に限る。）や諸手当（通勤手当、時間外労働手当（固定残業代を含む）、休
日出勤に対する休日手当及び本人の営業成績等に応じて支払われる歩合給などは除く）を含む賃金の総額。

※所定労働時間が異なる場合は1時間あたりの賃金。

有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に
事業主で雇用されていた期間が3年以下に限ること

整理統合 に統合

有期契約労働者等に、 一般職業訓練（※１）または有期実習型
訓練（※２ ）を実施した場合に助成２２.

整理統合整理統合整理統合

２.人材育成コース

（※１） OFF-JT （※２）ジョブ･カードを活用したOFF-JT＋OJT
※ただし、平成30年3月31日までに訓練計画届の提出がなされている場合に限り、引き続き、現在の人
材育成コースとして支給申請することは可能です。

４４.４.諸手当制度共通化コース 有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を
新たに設け、適用した場合に助成

３３.３.賃金規定等共通化コース 有期契約労働者等に、正規雇用労働者と共通の賃金規定等を新
たに規定し、適用した場合に助成

新 規 ▶ 共通化した対象労働者（２人目以降）について、下の加算措置を適用

助成額を上乗せする
対象労働者１人あたり 対象労働者１人あたり

＜ ＞内は生産性要件を満たした場合の額です。

① 人数に応じた加算措置 ▶ 共通化した対象労働者（２人目以降）に適用

助成額を上乗せする
対象労働者１人あたり 対象労働者１人あたり

新 規 ＜ ＞内は生産性要件を満たした場合の額です。

② 諸手当の数に応じた加算措置 ▶ 同時に共通化した諸手当（２つ目以降）に適用

助成額を上乗せする 諸手当の数、１つあたり 諸手当の数、１つあたり

お問い合わせ 長野労働局職業安定部訓練室 ℡０２６－２２６－０８６２
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【紙面に余裕がある場合は、以下を入れてください】 
 
長野税務署の申告会場 

[申告会場] 長野市若里市民文化ホール（ビックハット隣） 
[開設期間] 平成 30年２月 16日（金）～３月 15日（木） 
[受付時間] 午前９時～午後４時（会場の混雑状況により、早めに締め切ることがあります） 
※ 申告会場は大変混雑するため、長時間お待ちいただく場合があります。 
※ ２月 18日（日）、2月 25日（日）以外の土・日は開設しておりません。 
※ 上記期間中は、長野税務署庁舎での申告相談は行っておりません。 

 
～作成コーナーの操作方法などに関するお問合せは～ 
▶e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 0570-01-5901（全国一律市内通話料金） 
～申告書の作成などにあたってのご不明点に関するお問合せは～ 
▶長野税務署 026-234-0111 

 
 

確定申告書の提出はお早めに！ 

税務署からのお知らせ 

振替納付日  所得税及び復興特別所得税：平成30年4月20日（金） 消費税及び地方消費税（個人事業者）：平成30年4月25日（水）  
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☆働きやすい職場環境づくり
　「企業の社会的責任（ＣＳＲ）」を果
たすとともに「あらゆる差別の撤廃と
人権教育の推進」に邁進しましょう。

地球に優しい企業人の皆様へ
“�あなたにもできる。
　��ライフスタイルの見直しで、
　　　１人１日１kgのCO2 削減”
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労働問題研究会の開催について
　中小企業を取り巻く経済環境と今後の労務課題などを的確に捉えるため、今回は事業引継ぎ支援センターの取
組み事例や事業承継に関すること、また働き方改革等について本会と長野県中小企業労働問題協議会が共催して
地区労働問題研究会を開催します。

●諏訪会場　日　時：平成30年２月23日（金）　午後１時30分～３時30分
　　　　　　場　所：RAKO華乃井ホテル
●上田会場　日　時：平成30年２月26日（月）　午後１時30分～３時30分
　　　　　　場　所：ホテル祥園
●長野会場　日　時：平成30年３月１日（木）　午後１時30分～３時30分
　　　　　　場　所：ホテル信濃路 
●松本会場　日　時：平成30年３月５日（月）　午後１時30分～３時30分
　　　　　　場　所：ホテルモンターニュ松本

第１部　午後１時30分～３時00分
　　　　テーマ　「長野県事業引継ぎ支援センターの活用について」
　　　　講　師　公益財団法人長野県中小企業振興センター
　　　　　　　　　長野県事業引継ぎ支援センター
　　　　　　　　　総括責任者　箱山　淳一　様
第２部　午後３時00分～３時30分
　　　　テーマ　「人づくり革命と働き方改革について」
　　　　講　師　長野労働局雇用環境・均等室
　　　　　　　　雇用環境改善・均等推進監理官　森　孝行  様

　　　　無料　　　　　　　　　　　　　　　本会連携支援部支援課　TEL 026-228-1171

開催日程

参加料 申込み・問い合わせ先

テーマ及び講師（各会場共通）

■開催日時：平成30年２月22日（木）　9:00～17:00
　　　　　　平成30年２月23日（金）　9:00～17:00
■開催場所：長野労働基準監督署（長野市中御所1-22-1）
※相談を希望される場合、事前に電話でのお申し込みをお願いいたします。

問い合わせ先・電話申込み先
長野県最低賃金総合相談支援センター（長野県中小企業団体中央会内）　　電話番号  0800-800-3028

最低賃金・業務改善助成金等の相談会を開催します
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